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1．はじめに 

近年，渇水時の水利用調整が必要視される中，全国の水使用量の約 3分の 2を占める農

業用水管理が果たす役割は大きい．渇水時は，水資源の供給変動に合わせた水利用調整が

必要である．そこで，平成 6年と令和 4年の石手川の渇水を例に「農業水利組織を含む利

水者がどのように水利用調整を行ったか」という水利用調整のプロセス解明を目的とした． 

2．方法 

一級河川重信川の支流である石手川を調査対象とした．愛媛県松山市を流れる石手川

（延長 27km，流域面積 140km²）では瀬切れが頻繁に起こるため，河川維持流量が設定さ

れていない．調査では，まず，石手川の主な河川管理者・利水者（松山河川国道事務所，

石手川筋分水協議会，道後平野土地改良区，中国四国農政局）に聞取調査を行い（（2024.7.19

～2025.1.9），水利用の概要を整理した．次いで，これら機関の作成資料に基づき聞取調査

を実施し，渇水時における水管理体制及び農業水利組織が採った水利用調整を整理した． 

3．結果と考察 

1）石手川の水利用の概要（ 石手川の取水施設は，許可水利権 6施設（うち取水量把握 5施

設），慣行水利権 21施設（うち取水量把握 0施設）であった．主な利水者は，四国電力（水

力発電），松山市（上水），石手川北部土地改良区（農業用水 a），石手川筋分水協議会（農

業用水 b）の 4 機関であった．石手川筋分水協議会（以下，分水協議会）は，石手川ダム

より下流の水を利用する 34 地区の農家の代表者で構成され，9 取水施設を管理していた． 

2）渇水時の水管理体制（ 渇水時の水管理体制を Fig. 1に整理した．渇水時には，利水者 4

機関と河川管理者 2機関（松山河川国道事務所，愛媛県）の計 6機関で，石手川渇水調整

協議会（以下，渇水協議会）を開催していた．渇水協議会開催の要否は，ダム貯水率，河

川流量，時期を基準に判断され，松山河川国道事務所（事務局）が関連機関へ通達してい

た．これを受けて分水協議会は配水調整委員会（以下，配水委員会）を発足させていた． 

3）渇水対応プロセス 平成 6 年

の石手川ダム貯水率と節水率の

推移，および渇水協議会の開催日

の一部を Fig. 2に整理した．渇水

協議会は全 14 回開催されてお

り，第 1回よりも前から上水と農

業用水 bは節水を開始していた．

その後，貯水率 0%の間（8/26～

10/17），農業用水 bの節水率が最
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Fig. 1 本調査で確認された渇水時の水管理体制 
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も高かった．渇水協議会の決定事項として，節水率，デッドウォーターの使用，営農可能

な放流量・期間，協議会の解散等があった．これら決定事項を受けて採られた農業用水 b

の配水調整（全 12 回）の一部を Fig. 3 に整理した．主な配水調整として，全体取水量節

減，取水施設のブロック割を設定した輪番取水，輪番取水と間断取水の組み合わせ，用水

補給，ポンプアップ取水が確認された．渇水期間中は，これらの方法を節水率や取水状況

に応じて使い分けることで対応していた．令和 4年においても，同様の配水調整を組み合

わせた対応が確認された．以上の対応において，要因発生から方法決定までの時間と方法

決定から方法適用までの時間に着目すると，両者ともに最短当日中に行われていた． 

4）配水調整の要件（ 臨機的かつ細やかな配水調整を実現できた要件として，まず配水委員

会がある．配水委員会は，所属地区の取水状況共有，可能節水率の検討，渇水協議会での

決定事項の共有，配水調整の検討，所属地区へ決定事項の伝達，現地調査を機動的に行っ

ていた．次に情報伝達の仕組みがある．末端受益地で問題発生した際の一連の情報伝達（（問

題共有⇒対応決定⇒適用）は，「現地⇔地区代表⇔施設代表⇔配水委員会」を辿っていた．

農業水利特有の階層構造が渇水時の情報

伝達においても機能することで，最短当日

中の配水調整ができたと考えられる． 

4．結論 

平成 6 年と令和 4 年の渇水時における

石手川の水利用調整プロセスを農業水利

組織に着目し解明した．渇水協議会によ

り，各用水の節水率等の合意が図られてい

た．また配水委員会により，最短当日中に

配水調整を実施する等，臨機的かつ細やか

な配水調整が図られていた．今後は，末端

受益地までを含めた農業用水の流域的な

配水調整の全容解明が課題である． 

 
※▼ 渇水協議会開催，①～⑫ 配水調整の変更時点 

Fig. 2 H6 石手川ダム貯水率および節水率の推移 

Changes in the Ishite River Dam 1994 Water Storage Rate 

and Water Conservation Rate 
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要因の概要 [H] [I]取水不可 取水制  

35%→58%に変更 

取水制  

58%→67%に変更 

[H] [I] 

取水不可 
[A]受益末端 

取水不可 

調整方法 

     
輪番取水 ブロック基準 ― 上流下流 受益面積 左岸右岸 受益面積 

取水間隔 ― 2 日 2 日 1 日 2 日 

※[ ]は取水施設を表し，取水施設横の数字は属地区数を示す． 

※方法適用日の数字は Fig. 2 の数字と対応している． 

Fig. 3 H6 に採られた主な配水調整の要因と方法 

Factors and methods of the main water use management in 1994 
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